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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状の実装基板と、
　前記実装基板に、複数の実装配列に沿って実装される複数の発光素子と、
　前記実装基板の内部から外部にかけて延伸すると共に、前記複数の実装配列列方向もし
くは行方向に沿って設けられる複数の冷媒管路と、
　前記複数の冷媒管路が貫通する放熱板と、を備え、
　前記複数の冷媒管路のそれぞれは、前記実装基板内部の平面方向を貫通して外部に突出
した上で延伸する延伸形状を有し、
　延伸する前記複数の冷媒管路のそれぞれは、内部に冷媒を封入して、前記冷媒の気化と
凝縮によって、前記実装配列で発生する熱を、前記放熱板に輸送し、
　前記複数の冷媒管路のそれぞれは、板状の実装基板内部に格納されて貫通する格納部分
と、前記実装基板の外部に延伸して露出する露出部分と、を有し、かつ前記格納部分と前
記露出部分とが繋がって、前記延伸形状を形成し、
　前記複数の冷媒管路のそれぞれは、前記露出部分で分離すると共に、前記実装基板から
第１方向に延伸する第１通路と、前記第１方向と逆方向である第２方向に延伸する第２通
路と、を有し、
　前記第１通路と前記第２通路とは、分離されている、照明装置。
【請求項２】
　前記複数の冷媒管路のそれぞれが周回形状である場合に、前記複数の冷媒管路のそれぞ
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れの内部は、前記実装基板側で内部を分離する実装基板側隔壁と、前記放熱板側で内部を
分離する放熱板側隔壁と、を有し、
　前記実装基板側隔壁から前記放熱板側隔壁までの第１方向が前記第１通路であり、
　前記実装基板側隔壁から前記放熱板側隔壁までの前記第１方向と逆側の第２方向が第２
通路である、請求項１記載の照明装置。
【請求項３】
　前記第１通路は、内部に冷媒を封入し、前記第１通路内部で前記冷媒を循環させること
ができ、
　前記第２通路は、内部に冷媒を封入し、前記第２通路内部で前記冷媒を循環させること
ができる、請求項１または２記載の照明装置。
【請求項４】
　前記第１通路は、前記実装配列に対応する前記格納部分で前記冷媒を気化させ、気化し
た気化冷媒を、前記実装基板側から前記放熱板側に移動させ、
　前記第２通路は、前記実装配列に対応する前記格納部分で前記冷媒を気化させ、気化し
た気化冷媒を、前記実装基板側から前記放熱板側に移動させ、
　前記第１通路での前記気化冷媒の移動方向と、前記第２通路での前記気化冷媒の移動方
向とは異なる、請求項３記載の照明装置。
【請求項５】
　前記第１通路は、前記露出部分であって前記放熱板との熱交換によって、前記気化冷媒
を凝縮させ、
　前記第２通路は、前記露出部分であって前記放熱板との熱交換によって、前記気化冷媒
を凝縮させる、請求項４記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第１通路は、凝縮した凝縮冷媒を、前記放熱板側から前記実装基板側に還流させ、
　前記第２通路は、凝縮した凝縮冷媒を、前記放熱板側から前記実装基板側に還流させる
、請求項５記載の照明装置。
【請求項７】
　前記複数の冷媒管路のそれぞれは、前記第１通路と前記第２通路によって、分離された
異なる方向での冷媒循環を行う、請求項１から６のいずれか記載の照明装置。
【請求項８】
　前記複数の冷媒管路は、前記露出部分において、前記放熱板を貫通する、請求項１から
７のいずれか記載の照明装置。
【請求項９】
　前記放熱板は、前記実装基板に対して略垂直であり、前記露出部分の前記実装基板に対
して略平行な平行部分による貫通によって、前記実装基板と熱的に接続されると共に間接
的に固定される、請求項８記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記放熱板は、複数である、請求項１から９のいずれか記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記冷媒管路の数と前記実装配列における列もしくは行の数は同数である、請求項１か
ら１０のいずれか記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記複数の冷媒管路のそれぞれは、前記実装配列における列方向および行方向のそれぞ
れに沿って設けられる、請求項１から１１のいずれか記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記実装基板は、金属、合金およびこれらの混合物の少なくとも一つで形成される、請
求項１から１２のいずれか記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記実装基板は、列方向もしくは行方向に沿ってその厚み部分に複数の貫通孔を有し、
前記冷媒管路の格納部分は、前記貫通孔に格納される、請求項１から１３のいずれか記載
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の照明装置。
【請求項１５】
　前記実装基板は、前記発光素子の列方向もしくは行方向の間に、突出部を備える、請求
項１から１４のいずれか記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高い光量を実現しつつ、これにより生じる発光素子の発熱問題を解決した照
明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　野球場、サッカー場、屋外スポーツ施設、屋内スポーツ施設、トンネル、道路、橋脚、
港、空港、広い室内などの様々な屋外施設や屋内施設において高い光量で光を照射する必
要がある。このような場所においては、高い光量を有する照明装置が用いられる。一つの
照明装置は、高い光量を有し、強い光を上記の施設において照射することができる。
【０００３】
　また、これら施設においては、複数の照明装置が用いられることもある。例えば、野球
場やサッカー場などの屋外スポーツ施設においては、ナイター用設備として、多数の照明
装置がマトリクス状に配置された照明装置が用いられる。マトリクス状に配置された照明
装置から構成される照明装置が、野球場やサッカー場などのフィールドを照らすことがで
きる。
【０００４】
　あるいは、これらの照明装置は、単一光源で構成されることもあれば、複数の光源で構
成されることもある。
【０００５】
　このような照明装置は、高い光量を有して、広い照射角度に対してなるべく均一であっ
て遠くまで光を照射することが求められる。
【０００６】
　このような照明装置（単数で構成される場合や複数の光源で構成される場合も含めて）
は、高い光量を必要とするので、従来においてはＨＩＤランプが用いられていた。ＨＩＤ
ランプは、その規格に応じて高い光量の照射を可能とできるので、上記の施設における照
明装置に適している。
【０００７】
　しかしながら、ＨＩＤランプは、その寿命が短く、頻繁に交換を必要とするデメリット
がある。また、消費電力も大きく、多数の照明装置を必要とする照明装置においては、多
大な電力を消費してしまう。近年においては、我が国のみならず、様々な国において、化
石燃料のコスト意識の高まり、原子力発電に対する逆風、再生可能エネルギーによる発電
のコスト増などによって、電力料金が上昇する傾向を有している。
　電力料金の上昇に加えて、電力を生成する段階での、二酸化炭素ガスの排出やエネルギ
ーロスなどによる環境への影響を懸念する傾向が強くなっている。環境意識の高まりと共
に、電力生成の監視意識や照明装置をはじめとした電子機器の消費電力削減への意識が高
まっている。
【０００８】
　このような電力料金の上昇傾向や環境意識の高まりに対応して、消費電力の少ない照明
装置が求められている。
【０００９】
　この状況において、ＨＩＤランプではなく、ＬＥＤ（発光ダイオード）を用いた照明装
置が提案されている。ＬＥＤは、単体では光量が低いが、多数のＬＥＤを集中的に配置す
ることで、全体としての光量を高めることができる。例えば、多数のＬＥＤをマトリクス
状に配置することで、光量の高い照明装置を、ＬＥＤによって実現できる。
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【００１０】
　このように多数のＬＥＤを集中的に配置して、一つのＨＩＤランプの代わりとすること
で、光量の高い照明装置を実現できる。ＬＥＤは、一般的に知られている通り、ＨＩＤラ
ンプなどに比べると極めて消費電力が小さい。このため、多数のＬＥＤを用いた照明装置
は、ＨＩＤランプで構成される照明装置よりも、その消費電力が小さい。加えて、製品寿
命も長いので、照明装置のランニングコスト（機器そのものに要するコストおよび電力料
金等のコスト）は、ＨＩＤランプなどを用いる場合よりも少なくて済む。
【００１１】
　このように、ＬＥＤを用いた照明装置が、次第に提案されるようになってきている。
【００１２】
　ここで、ＨＩＤランプの場合には、発光に伴う熱は、光の照射方向に放射されて排出さ
れる。一方、ＬＥＤの発熱は、光の照射方向への排出熱は多くないが、ＬＥＤが実装され
ている基板において発生する熱が大きい傾向がある。このため、多数のＬＥＤが実装され
る基板には、高い熱が発生することが多い。このような熱を排出するために、ＬＥＤを用
いた照明器具にヒートパイプを組み込む技術提案がなされている（例えば、特許文献１、
特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０１１－９０９７６公報
【特許文献２】特開２０１２－１５５９０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　特許文献１は、基板２１に光源２２が配設された光源ユニット２３と、この光源ユニッ
ト２３の前方側に配置され、光源２２からの照明光により照明される被照明部材である液
晶表示パネル２４と、基板２１と液晶表示パネル２４との間に配置され、光源２２に対応
するように設けられる空洞部２７ａを有するケース体２７とを備えてなる照明装置におい
て、基板２１及びケース体２７が熱伝導性材料によって形成されてなるとともにケース体
２７にはその表面積を増加してなる放熱部２７ｄが設けられ、光源２２が発した熱を基板
２１からケース体２７へと伝えるように基板２１とケース体２７とをヒートパイプ２９に
よって熱的に接続する構成とした照明装置を開示する。
【００１５】
　特許文献１は、ＬＥＤをバックライト光源とする液晶画面を有する照明装置を開示する
。ここで、バックライト光源であるＬＥＤの実装基板とこれに繋がるケースが放熱部材で
構成されると共に、基板からケースをヒートパイプで接続する構成を開示している。
【００１６】
　しかしながら、特許文献１の照明装置は、照明装置全体のケーシングの内部に、発光部
分（ＬＥＤ）、発熱部分（基板）、放熱部分（ケース）、伝達部分（ヒートパイプ）が収
まっており、ＬＥＤによる発熱が非常に大きい場合には、このケーシング内部に熱が籠も
ってしまう。この結果、外部に熱が放出されなくなってしまい、照明装置内部での発熱を
、十分に外界に排出できない問題を有している。
【００１７】
　特に、ヒートパイプが使用されていながら、このヒートパイプでＬＥＤによる発熱を輸
送して、外部で放出することをできない問題を有している。この結果、熱源であるＬＥＤ
の熱を、ＬＥＤから確実に輸送して、ＬＥＤから離隔した場所で排出する、という確実な
熱の排出ができない問題を有している。
【００１８】
　このように、ＬＥＤからの熱の排出が不十分であると、ＬＥＤや基板の故障や不具合を
生じさせてしまう可能性もある。あるいは、これを防止するために、ＬＥＤ個々への供給
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電力を下げて発熱を下げる必要がある。このように供給電力を下げれば、当然に個々のＬ
ＥＤの光量は低下し、照明装置全体での光量も低下する。
【００１９】
　また、高い光量を必要とする照明装置は、屋外スポーツ施設、屋内スポーツ施設、空港
、港、道路、トンネルなど、修理や交換が困難な場所に設置される（高い位置や塔の上な
ど）。このような状況で、ＬＥＤの一部や基板が故障すると、修理や交換のコストや手間
が大きい。この点でも、特許文献１の技術は、排熱機能が不十分で、結果として、十分な
光量の照明装置を実現できない。
【００２０】
　特許文献２は、ＬＥＤ構造体と、ＬＥＤ構造体で発生する熱を放熱するＬＥＤ用ラジエ
ータと、からなるＬＥＤ照明装置であって、ＬＥＤ用ラジエータは、ＬＥＤ構造体の発光
面の反対側の面と接する放熱ステージと、放熱ステージに直接配置される櫛形放熱フィン
と、放熱ステージの熱を伝導し、天井側に伸びるヒートパイプと、ヒートパイプの熱を放
熱するために櫛形放熱フィンより天井側に配置される多層放熱フィンと、からなるＬＥＤ
照明装置を開示する。
【００２１】
　特許文献２は、ＬＥＤの実装基板の裏面に放熱ステージと放熱フィンとを設けて、これ
らをヒートパイプで接続する技術を開示している。
【００２２】
　しかしながら、特許文献２の照明装置は、これらの構造を更に外部のケーシングに収納
する点で、特許文献１と同様の問題を発生させる。加えて、放熱ステージの熱を受けたヒ
ートパイプ（棒状のヒートパイプであって、天井方向に伸びている）は、ＬＥＤが生じさ
せる熱を放熱ステージを介して受け取るので、熱抵抗が大きくなり、ＬＥＤが生じさせる
熱を十分に、伝達させることができない。このため、ヒートパイプは、放熱フィンに十分
に熱を伝達できずに、排熱が不十分となりうる。また、放熱フィンは、ＬＥＤ基板に対し
て水平方向であって、ヒートパイプがＬＥＤ基板に対して垂直方向である。このため、放
熱フィン同士の間隔がＬＥＤ基板に平行となってしまい、放熱フィン同士で生じる熱対流
が、ＬＥＤ基板から遠ざかるように排出されにくい問題もある。
【００２３】
　また、特許文献２の照明装置は、ヒートパイプを用いて放熱ステージの熱を移動させて
いるが、ＬＥＤを用いる照明装置では多数のＬＥＤを実装する。特に、光量を高める照明
装置では、多数のＬＥＤを配置する必要があり、多数のＬＥＤのそれぞれが、基板におい
て熱を発生させる。特許文献２のヒートパイプでは、これらの個々のＬＥＤからの熱を移
動させることができない問題を有している。
【００２４】
　以上のように、特許文献１、２に代表される従来技術は、ＬＥＤを用いている照明装置
であっても、十分な排熱能力を発揮できない問題がある。この結果、ＬＥＤに付与される
電力に限界があり、従来のＨＩＤランプなどに置き換えるための十分な光量が確保できな
い問題がある。加えて、故障や不具合も生じやすくなり、その場合の交換や修理コストが
生じる問題もあった。
【００２５】
　まとめると、従来技術には次のような問題があった。
【００２６】
　（問題１）実装されている複数のＬＥＤの個々の熱を基板から、確実に外部に輸送でき
ない。
【００２７】
　（問題２）輸送した熱を、十分に排出できない。
【００２８】
　（問題３）問題１と問題２とが相まって、照明装置の基板に多くのＬＥＤを実装困難で
ある。あるいは、個々のＬＥＤへの供給電力を上げることができない。これらの結果、Ｌ



(6) JP 6514552 B2 2019.5.15

10

20

30

40

50

ＥＤの性能を十分に引き出した光量（光量）の高い照明装置を実現できない。
【００２９】
　本発明は、これら課題に鑑み、ＬＥＤに十分な電力を付与して高い光量を発揮できると
共に、ＬＥＤ実装部に生じる熱を確実に排出できる照明装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　上記問題を解決するために、本発明の照明装置は、板状の実装基板と、
　実装基板に、複数の実装配列に沿って実装される複数の発光素子と、
　実装基板の内部から外部にかけて延伸すると共に、複数の実装配列列方向もしくは行方
向に沿って設けられる複数の冷媒管路と、
　複数の冷媒管路が貫通する放熱板と、を備え、
　複数の冷媒管路のそれぞれは、実装基板内部の平面方向を貫通して外部に突出した上で
延伸する延伸形状を有し、
　延伸する複数の冷媒管路のそれぞれは、内部に冷媒を封入して、冷媒の気化と凝縮によ
って、実装配列で発生する熱を、放熱板に輸送し、
　複数の冷媒管路のそれぞれは、板状の実装基板内部に格納されて貫通する格納部分と、
実装基板の外部に延伸して露出する露出部分と、を有し、かつ格納部分と露出部分とが繋
がって、延伸形状を形成し、
　複数の冷媒管路のそれぞれは、露出部分で分離すると共に、実装基板から第１方向に延
伸する第１通路と、第１方向と逆方向である第２方向に延伸する第２通路と、を有し、
　第１通路と前記第２通路とは、分離されている。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明の照明装置は、複数のＬＥＤを実装した発光面を有する実装基板において、マト
リクス状に配列されたＬＥＤのそれぞれの列に対応して、ヒートパイプが埋め込まれてい
る。この結果、各列のそれぞれのＬＥＤが実装基板側に発生させる熱を、これらのヒート
パイプのそれぞれが確実に輸送できる。
【００３２】
　また、配列に合わせた複数のヒートパイプのそれぞれは、個々のＬＥＤの熱を輸送した
上で、実装基板から離隔した場所で輸送した熱を排出できる。この結果、ＬＥＤや実装基
板に発生する熱を、実装基板から離隔した場所で排出でき、実装基板およびＬＥＤにおけ
る熱が溜まるのを防止できる。結果として、ＬＥＤのそれぞれに高い電力を供給でき、高
い光量を実現できる。
【００３３】
　排熱が確実であることで、ＬＥＤに高い電力を付与することができる。この結果、照明
装置は、より高い光量で光を照射できる。このような結果、様々な施設に用いることがで
き、修理や交換を低減しつつ、電力料金などのランニングコストを低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施の形態における照明装置の斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１における照明装置の実装基板の正面図である。
【図３】本発明の実施の形態１における発光素子からの光の照射状態を示す模式図である
。
【図４】図２、図３で示した実装基板側から見た状態を示す正面図である。
【図５】本発明の実施の形態１における実装基板の側面図である。
【図６】本発明の実施の形態１における照明装置の正面図である。
【図７】本発明の実施の形態１における照明装置の側面図である。
【図８】本発明の実施の形態２における照明装置の側面図である。
【図９】本発明の実施の形態２における照明装置の別方向からの側面図である。
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【図１０】本発明の実施の形態２における照明装置の背面図である。
【図１１】本発明の実施の形態２における実装基板の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明の第１の発明に係る照明装置は、板状の実装基板と、
　実装基板に、複数の実装配列に沿って実装される複数の発光素子と、
　実装基板の内部から外部にかけて延伸すると共に、複数の実装配列列方向もしくは行方
向に沿って設けられる複数の冷媒管路と、
　複数の冷媒管路が貫通する放熱板と、を備え、
　複数の冷媒管路のそれぞれは、実装基板内部の平面方向を貫通して外部に突出した上で
延伸する延伸形状を有し、
　延伸する複数の冷媒管路のそれぞれは、内部に冷媒を封入して、冷媒の気化と凝縮によ
って、実装配列で発生する熱を、放熱板に輸送する。
【００３６】
　この構成により、発光素子を実装する実装基板の内部に直接冷媒管路が埋め込まれて、
発光素子から実装基板に伝達する熱を奪うことができる。この奪われた熱は、更に放熱板
で外部に放出され、発光素子が実装基板に伝える熱の問題を解消できる。
【００３７】
　本発明の第２の発明に係る照明装置では、第１の発明に加えて、複数の冷媒管路のそれ
ぞれは、板状の実装基板内部に格納されて貫通する格納部分と、実装基板の外部に延伸し
て露出する露出部分と、を有し、格納部分と露出部分とが繋がって、延伸形状を形成する
。
【００３８】
　この構成により、冷媒管路は、実装基板内部で発光素子の熱を奪い、実装基板から離隔
した場所で、この熱を放出できる。この結果、冷媒管路内の冷媒の循環が繰り返されて、
発光素子の発熱問題を継続的に解決できる。
　本発明の第３の発明に係る照明装置では、第２の発明に加えて、複数の冷媒管路のそれ
ぞれは、露出部分で分離すると共に、実装基板から第１方向に延伸する第１通路と、第１
方向と逆方向である第２方向に延伸する第２通路と、を有し、第１通路と第２通路とは、
分離されている。
【００３９】
　本発明の第４の発明に係る照明装置では、第２の発明に加えて複数の冷媒管路のそれぞ
れの内部は、実装基板側で内部を分離する実装基板側隔壁と、放熱板側で内部を分離する
放熱板側隔壁と、を有し、実装基板側隔壁から放熱板側隔壁までの第１方向である第１通
路と、実装基板側隔壁から放熱板側隔壁までの第１方向と逆側の第２方向である第２通路
と、を有し、第１通路と第２通路とは、分離されている。
【００４０】
　これらの構成により、冷媒管路は、実装基板での熱を双方向に向けて放熱板側に移動さ
せて、実装基板で生じる熱を、効率的に放熱板を介して放出できる。
【００４１】
　本発明の第５の発明に係る照明装置では、第３または第４の発明に加えて、第１通路は
、内部に冷媒を封入し、第１通路内部で冷媒を循環させることができ、第２通路は、内部
に冷媒を封入し、第２通路内部で冷媒を循環させることができる。
【００４２】
　この構成により、冷媒管路のそれぞれは、実装基板から放熱板に向けた第１方向とこれ
と異なる第２方向とに分けて、冷媒を循環させることができる。この第１方向と第２方向
とでの双方向での冷媒循環により、発熱する実装基板と放熱する放熱板との間の空間を、
最大限活用できる。
【００４３】
　本発明の第６の発明に係る照明装置では、第４または第５の発明に加えて、第１通路は
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、実装配列に対応する格納部分で冷媒を気化させ、気化した気化冷媒を、実装基板側から
放熱板側に移動させ、第２通路は、実装配列に対応する格納部分で冷媒を気化させ、気化
した気化冷媒を、実装基板側から放熱板側に移動させ、第１通路での気化冷媒の移動方向
と、第２通路での気化冷媒の移動方向とは、異なる。
【００４４】
　この構成により、複数の冷媒管路のそれぞれは、発熱部分である実装基板において受け
た熱を、気化冷媒を介して、双方向である第１方向と第２方向とに分けて、放熱部分であ
る放熱板に移動させることができる。この分離した双方向であって、離隔する方向に向け
て開始される熱移動により、実装部分で生じる熱を、確実に、放熱板に移動させることが
できる。
【００４５】
　本発明の第７の発明に係る照明装置では、第６の発明に加えて、第１通路は、露出部分
であって放熱板との熱交換によって、気化冷媒を凝縮させ、第２通路は、露出部分であっ
て放熱板との熱交換によって、気化冷媒を凝縮させる。
【００４６】
　この構成により、第１通路と第２通路とのそれぞれで移動した気化冷媒を、放熱板が、
冷却して凝縮させる。この凝縮により、第１通路と第２通路のそれぞれに分かれた空間で
移動した熱を放出できる。
【００４７】
　本発明の第８の発明に係る照明装置では、第６の発明に加えて、第１通路は、凝縮した
凝縮冷媒を、放熱板側から実装基板側に還流させ、第２通路は、凝縮した凝縮冷媒を、放
熱板側から実装基板側に還流させる。
【００４８】
　この構成により、冷媒管路のそれぞれは、内部空間を最大限生かしつつ、発熱部分と放
熱部分を結ぶ通路を２分割して、それぞれの第１通路と第２通路で熱を移動して放出でき
る。
【００４９】
　本発明の第９の発明に係る照明装置では、第３から第８のいずれかの発明に加えて、複
数の冷媒管路のそれぞれは、第１通路と第２通路によって、分離された異なる方向での冷
媒循環を行う。
【００５０】
　この構成により、冷媒管路の内部空間を最大限活用すると共に、発熱部分からの熱移動
を異なる方向に２分割できる。この２分割により、冷媒の気化と還流による熱の放出効率
を高めることができる。
【００５１】
　本発明の第１０の発明に係る照明装置では、第２から第９のいずれかの発明に加えて、
複数の冷媒管路は、露出部分において、放熱板を貫通する。
【００５２】
　この構成により、冷媒管路と放熱板とは、確実に熱的に接続できる。
【００５３】
　本発明の第１１の発明に係る照明装置では、第１０の発明に加えて、放熱板は、実装基
板に対して略垂直であり、露出部分の実装基板に対して略平行な平行部分による貫通によ
って、実装基板と熱的に接続されると共に間接的に固定される。
【００５４】
　この構成により、放熱板と冷媒管路との熱交換が、高い効率で行われる。また、冷媒管
路による放熱板の固定力が高まる。
【００５５】
　本発明の第１２の発明に係る照明装置では、第１１の発明に加えて、放熱板は、実装基
板に対して略垂直であり、平行部分による貫通によって、実装基板と熱的に接続されると
共に間接的に固定される。
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【００５６】
　この構成により、冷媒管路は、輸送した熱を放熱板に伝達させると共に放熱板を固定で
きる。
【００５７】
　本発明の第１３の発明に係る照明装置では、第１から第１２のいずれかの発明に加えて
、放熱板は、複数である。
【００５８】
　この構成により、放熱板による放射や対流による熱の放出効果が高まる。
【００５９】
　本発明の第１４の発明に係る照明装置では、第１から第１３のいずれかの発明に加えて
、冷媒管路の数と実装配列における列もしくは行の数は同数である。
【００６０】
　この構成により、冷媒管路のそれぞれが、列もしくは行に沿って実装される複数の発光
素子の熱を奪う。この結果、実装基板において実装される発光素子の熱が確実に奪われる
。また、一つの冷媒管路は、一列の発光素子の熱を奪うことに用いられるので、発光素子
の特性や発熱特性に合わせて、冷媒管路の能力を決めることができる。このため、複数の
冷媒管路の仕様を確実に決定できる。
【００６１】
　本発明の第１５の発明に係る照明装置では、第１から第１４のいずれかの発明に加えて
、複数の冷媒管路のそれぞれは、実装配列における列方向および行方向のそれぞれに沿っ
て設けられる。
【００６２】
　この構成により、マトリクス状に配列された発光素子に合せて、冷媒管路もマトリクス
状に設けられる。この結果、冷媒管路は、マトリクス状に配置された発光素子の個々の熱
を奪い取ることができる。
【００６３】
　本発明の第１６の発明に係る照明装置では、第１から第１５のいずれかの発明に加えて
、実装基板は、金属、合金およびこれらの混合物の少なくとも一つで形成される。
【００６４】
　この構成により、実装基板は、発光素子を実装できると共に熱伝導率を高めて、冷媒管
路へ熱を伝えやすい。
【００６５】
　本発明の第１７の発明に係る照明装置では、第１から第１６のいずれかの発明に加えて
、実装基板は、列方向もしくは行方向に沿ってその厚み部分に複数の貫通孔を有し、冷媒
管路の格納部分は、貫通孔に格納される。
【００６６】
　この構成により、冷媒管路は、確実に実装基板にその一部を格納できる。
【００６７】
　本発明の第１８の発明に係る照明装置では、第１７の発明に加えて、実装基板は、第１
方向に沿った発光素子の列の間に、突出部を備える。
【００６８】
　この構成により、発光素子の列方向もしくは行方向において、隣接する発光素子の熱の
影響を抑えつつ、冷媒管路への熱の移動をより確実に行える。
【００６９】
　以下、図を用いて、本発明の実施の形態について説明する。
【００７０】
　（実施の形態）
【００７１】
　実施の形態について説明する。
【００７２】
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　（全体概要）
　図１は、本発明の実施の形態における照明装置の斜視図である。照明装置１は、種々の
大きさを有している。例えば、照明装置１が、屋内施設に設けられる場合には、非常な大
型であることは必要とはされない。この場合には、照明装置１は、全体が数１０ｃｍ角程
度の大きさを有していれば十分である。一方で、照明装置１が屋外スポーツ施設に用いら
れる場合（例えば、サッカー場や野球場などのナイター設備のために用いられる場合）に
は、照明装置１は、大型であることが好ましい。例えば、全体が５０ｃｍ～１ｍ角程度の
大きさを有していてもよい。
【００７３】
　このように、実施の形態における照明装置１は、使用される現場に合わせて、その大き
さが変えられればよい。ただし、高い光量を有することが求められる現場において、好適
に用いられる。特に、高い光量により広範囲かつ遠距離に対して、光を照射する必要があ
る場合に、実施の形態１の照明装置１は、用いられる。
【００７４】
　照明装置１は、複数の発光素子２が実装される実装基板３、複数の冷媒管路６、複数の
放熱板７と、を備える。更に、必要に応じて、実装基板３を保護するフード部４を備えて
いることも好適である。
【００７５】
　実装基板３は、複数の発光素子２を実装する。発光素子２は、ＬＥＤが用いられること
が好適である。特に、実装基板上に、パッケージングされていないＬＥＤチップ（以下、
「ＬＥＤベアチップ」という）が、マトリクス状に配置されていることが好適である。Ｌ
ＥＤベアチップがマトリクス状に配置されていることで、実装基板３での実装が容易とな
りつつ、高い光量を生じさせることができる。複数の発光素子２は、実装基板３において
電力を受けて発光し、対象領域を照射する。
【００７６】
　ここで、照明装置１では、多数の発光素子２がマトリクス状に配置されていることで、
二次元に隣接する発光素子２同士が発光範囲を重複させつつ発光できる。このため、単一
のＨＩＤランプのような単一光源で照明装置が形成される場合に比べて、広い照射角度を
持ちつつ遠方まで高い光量で照射することができる。
【００７７】
　図２は、本発明の実施の形態１における照明装置の実装基板の正面図である。図２は、
照明装置１における実装基板３の部分のみを正面から見た状態を示している。図２に示さ
れるように、実装基板３の上に、複数の発光素子２が、二次元の列と行の関係となるよう
に配列されている。物理的に厳密である必要はないが、マトリクス状に配列されている。
また、発光素子２は、ＬＥＤのベアチップが用いられることも好適である。ベアチップが
実装基板３に実装されることで、発光素子２同士の隣接距離を小さくでき、発光面２１に
おける複数の発光素子２の実相密度を高めることができるからである。
【００７８】
　実装基板３において発光素子２が配列されている範囲は、発光面２１である。複数の発
光素子２は、この発光面２１に集中的に実装される。
【００７９】
　図３は、本発明の実施の形態１における発光素子からの光の照射状態を示す模式図であ
る。図３は、発光素子２が実装された実装基板３を横から見た状態を示している。図３の
破線は、発光素子２のそれぞれからの光の照射状態を示している。複数の発光素子２が、
相互に近接して二次元においてマトリクス状に配置されている。複数の発光素子２のそれ
ぞれは、発光素子２の特性に応じた照射角度で光を照射する。ある発光素子２は、隣接す
る発光素子２と近接しているので、隣接する発光素子２からの光の照射と、ある発光素子
２からの光の照射とは、ある部分で重複する。図２では、破線の範囲で重なっている部分
が重複部分である。
【００８０】
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　この重複部分は、複数の発光素子２の列方向において行方向においても、隣接部分のそ
れぞれで生じる。この２次元における光の重複により、照明装置１は、高い光量で遠い距
離までを十分に照射できる。
【００８１】
　図４は、図２、図３で示した実装基板側から見た状態を示す正面図である。図４は、フ
ード部４が設けられた状態での実装基板の正面図を示している。また、フード部４の前面
には、発光素子２からの光を収束させたり拡散させたりする前カバー８が設けられてもよ
い。
【００８２】
　まとめると照明装置１は、次のような構成の特徴で、高い光量で広い照射角度と遠方ま
で届く光を照射できる。
【００８３】
　（特徴１）複数（多数）の発光素子２が二次元においてマトリクス状に配列される。
【００８４】
　（特徴２）発光素子２のそれぞれは、ベアチップのＬＥＤなどにより、より高密度に実
装される。
【００８５】
　（特徴３）発光素子２のそれぞれには、発光素子２の特性に対応して高い電力が付与さ
れる。この付与により、個々の発光素子２の発光量が高まる。
【００８６】
　実装基板３は、このように複数の（多数の）発光素子２を実装する。ここで、ＬＥＤを
始めとする半導体素子による発光素子は、実装面に大きな熱を発する傾向がある。複数の
発光素子２は、実装基板３の実装面（フード部４側）に実装される。このため実装基板３
の実装面には、複数の発光素子２による高い熱が付与される。この熱は、実装基板３は、
発光素子２による高い熱を受けるようになる。
【００８７】
　また、照明装置１は、高い光量を得るために、上記の特徴３のように、個々の発光素子
２に高い電力を与えることが好適である。高い電力を与えられた発光素子２のそれぞれは
、高い発光を生じさせるからである。複数の発光素子２のそれぞれが高い発光を生じさせ
れば、図３のような重複も相まって、照明装置１は、高い光量で、光を照射できる。
【００８８】
　しかしながら、発光素子２によって実装基板３に伝達される熱は、発光素子２の実相個
数の増加と、発光素子２に付与される電力の増加に伴って増加する。すなわち、より高い
光量での照射が求められる場合には、照明装置１における発光素子２から実装基板３に伝
達される熱が増加する問題がある。
【００８９】
　実装基板３が高い熱を有するようになれば、発光素子２がジャンクション温度に近づい
て、発光素子の不具合や故障が生じたり、照明装置１全体の不具合や短寿命化につながっ
たりする可能性がある。例えば、照明装置１は、スポーツ施設や公共施設などに用いられ
ることがある。この場合には、照明装置１は、高所に設置されやすい。このため、照明装
置１に不具合が生じたり、発光素子２の一部に不具合が生じたりしても、修理や交換が困
難である。このことにより、発光素子２の熱による照明装置１の不具合や故障を最小化す
ることが必要である。
【００９０】
　冷媒管路６と放熱板７は、この発光素子２によって実装基板３へ伝達される熱を外部に
放出する。この熱の放出により、上記の熱による問題を解消できる。実施の形態１におけ
る照明装置１は、高い光量を実現する際の阻害要因である熱の問題を解決する。
【００９１】
　図５は、本発明の実施の形態１における実装基板の側面図である。実装基板３は、その
内部に貫通孔３１を備える。貫通孔３１は、実装基板３において、実装される複数の発光
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素子２の実装配列に沿って設けられる。ここで、発光素子２は、列と行に沿った二次元で
のマトリクス配列を有する。貫通孔３１は、例えば、この列に沿って設けられる。すなわ
ち、複数の発光素子２の実装配列において、この列に沿って貫通孔３１が設けられる。結
果として、発光素子２の実装配列における列の数と、貫通孔３１の数は同数となる。
　もちろん、貫通孔３１と列の数が異なってもよい。これが異なることは、列の数と冷媒
管路６との数が異なることであってもよいことである。
【００９２】
　なお、冷媒管路６の格納部分６１は、実装基板３の内部に設けられる貫通孔３１に埋め
込まれる製造工程でなくてもよい。実装基板３の一部が冷媒管路６の外形の一部に合わせ
たＵ字状に掘られた列を有しており、これと対になる別の板材が、合されることで、冷媒
管路６の格納可能な空間が形成されることでもよい。この場合には、実装基板３のＵ字状
に掘られた部分に冷媒管路６が嵌めこまれた上で、別の板材が被せられることで、冷媒管
路６が、格納部分６１において格納される。
【００９３】
　また、実装基板３の内部あるいは一部に格納部分６１が埋め込まれることでもよいが、
実装基板３とは別の板材に、貫通孔あるいはＵ字状の溝の嵌合によって、冷媒管路６が埋
め込まれてもよい。
　いずれかの構造で、冷媒管路６の一部が、格納部分６１として、実装基板３からの熱を
受けることができる。
【００９４】
　複数の冷媒管路６のそれぞれは、この貫通孔３１のそれぞれに格納される。冷媒管路６
のそれぞれは、この貫通孔３１に格納されることで、実装基板３内部の平面方向を貫通し
て外部に突出した上で、延伸する延伸形状を有する。図１では、この実装基板３内部の平
面方向を貫通して外部に突出した上で、延伸している状態を示している。すなわち、冷媒
管路６は、全体として延伸形状を有しつつ、その一部を、実装基板３の内部に格納させる
。なお、この延伸形状がさらにつながることで、複数の冷媒管路６のそれぞれは、周回す
る周回形状を有してもよい。
【００９５】
　この実装基板３の内部に格納される際においては、発光素子２の実装配列に沿った貫通
孔３１に合わせられているので、冷媒管路６は、延伸形状（あるいは周回形状）を、発光
素子２の実装配列に合わせることができる。言い換えれば、冷媒管路６のそれぞれは、発
光素子２の実装配列における列の数に合わせた数を有する。更には、実装配列における列
の位置に合せて、実装基板３の内部に格納される。もちろん、実装基板３の外部に出てい
る部分においては、発光素子２の列の位置に一致していても一致していなくてもよい。
【００９６】
　図６は、本発明の実施の形態１における照明装置の正面図である。図６は、照明装置１
を正面から見た状態であって、延伸形状の冷媒管路６の実装基板３内部への格納状態と外
部へ出る状態とを模式的に示している。
【００９７】
　冷媒管路６は、実装基板３の内部にその一部を格納している。格納においては、図５を
用いて説明した通り、実装基板３の厚み方向において設けられた貫通孔３１に格納されて
いる。この実装基板３内部に格納されている部分は、冷媒管路６における格納部分６１で
あり、実装基板３の外部に突出している部分は、冷媒管路６における露出部分６２である
。露出部分６２は、実装基板３の外部に延伸して露出する。更には、この露出部分６２は
、図１に示されるように、外部で連続している。この連続の結果、冷媒管路６のそれぞれ
は、延伸形状を有するようになる。この延伸形状は、格納部分６１と露出部分６２とが繋
がることで形成される。
【００９８】
　以上のように、実装基板３の内部にその一部が格納され、発光素子２の実装配列に沿っ
た延伸形状の冷媒管路６が備わることで、発光素子２が実装基板３に付与する熱を外部に
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放出できる。複数の冷媒管路６のそれぞれは、内部に冷媒を封入している。この封入され
た冷媒の気化と凝縮によって、実装基板３に伝達される発光素子２からの熱を、実装配列
の列に沿って、外部に放出できる。
【００９９】
　なお、複数の冷媒管路６のそれぞれは、後述するように、第１通路と第２通路とに分離
されている。この第１通路と第２通路のそれぞれでの、気化冷媒の移動と、凝縮冷媒の還
流の往復運動が生じる。冷媒管路６が第１方向への第１通路と逆方向である第２方向への
第２通路とに分離されていることで、冷媒管路６では、双方向で２つの空間での熱移動を
生じさせることができる。
【０１００】
　この双方向での熱移動のそれぞれにより、発熱部分（実装基板３）から放熱部分（放熱
板７）への熱移動が、発熱部分から放熱部分への方向のみとなり、熱を奪って移動させて
放熱する処理が、第１通路と第２通路のそれぞれで完結できる。
【０１０１】
　延伸形状である冷媒管路６全体が周回形状であって、この全体を、冷媒が一周する構成
である場合は、次のような問題を生じる。まず、発熱部分で気化した気化冷媒が、冷媒管
路６内部で一方通行のように放熱部分に到達する。この放熱部分（放熱板７）で冷却され
て凝縮した冷媒は、同じ一方通行に沿って周回して発熱部分である電子基板３側に戻る必
要があるが、戻るための毛細管現象が不足して還流が不十分となる。逆に、気化冷媒が移
動する側では、気化冷媒の通路のみになるので、気化冷媒の移動が不十分となる。
【０１０２】
　すなわち、このような構成の場合には、冷媒管路６において発熱部分から放熱部分まで
の一方は、気化冷媒の移動のみだけになり、他方は、凝縮冷媒の還流のみになってしまう
。この結果、冷媒管路６の半分は通路のみになり、残りの半分は毛細管のみになって、気
化冷媒の移動や凝縮冷媒の還流を、効率的に行えない。気化冷媒は空洞の通路のみでは移
動が不十分となり、凝縮冷媒は冷媒管路６の内径を埋めるサイズの毛細管流路では還流が
不十分となってしまう。
【０１０３】
　また、一方通行で周回形状の冷媒管路６を冷媒が移動するだけであれば、発熱部分で奪
える熱の量も一方通行に合わせた量のみになり、一度の冷媒の移動で放出できる熱量が小
さくなる。
【０１０４】
　これに対して、後述するように第１方向への第１通路と逆方向の第２方向への第２通路
に分割されていることで、気化冷媒と凝縮冷媒は、相互に対向する方向で移動と還流を行
う。この動作により、気化冷媒の移動と凝縮冷媒の還流が、確実かつ効率的に行える。
【０１０５】
　また、冷媒管路６が２分割されていることで、発熱部分である実装基板３で奪える熱の
量も２方向分となり、一方通行の場合よりも多くなる。この点も合せて、冷媒管路６によ
る発熱部分の熱の外部への放出効率が高まる。
【０１０６】
　このとき、複数の冷媒管路６のそれぞれは、外部の露出部分６２において、放熱板７を
貫通している。すなわち、露出部分６２は、放熱板７と熱的に接触している。この熱的な
接触により、冷媒管路６が輸送した実装基板３での熱を、外部に放出できる。この熱の放
出により、特徴１～３により実装された発光素子２から実装基板３に伝達される熱の問題
を解消できる。
【０１０７】
　この熱問題の解消により、特徴１～３での発光素子２の実装が可能となり、照明装置１
は、高い光量で、遠方までを十分に照射できる。
【０１０８】
　　（熱処理の動作説明）
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　図７を用いて、照明装置１での熱処理の動作を説明する。図７は、本発明の実施の形態
１における照明装置の側面図である。図７は、照明装置１を側面から見た状態であって、
一つの冷媒管路６を際立たせる状態を示している。実際の照明装置１は、発光素子２の実
装配列の列に沿った数の冷媒管路６を有しているが、説明の便宜上、図７では、一つの冷
媒管路６を際立たせて示している。
【０１０９】
　実装基板３は、複数の発光素子２を実装している。実装される発光素子２は、図６のよ
うに、二次元でマトリクス状に配置されている。このとき、発光素子２は、ベアチップの
ＬＥＤのように、パッケージ化されていない素子がそのまま実装基板３に実装されている
ことが好ましい。この実装により、発光素子２の実装密度を高めて、照明装置１の光量を
高めることができるからである。
【０１１０】
　複数の冷媒管路６のそれぞれは、この実装された発光素子２の実装配列の列方向に対応
して設けられる。冷媒管路６は、上述の通り、実装基板３内部の格納部分６１と外部に露
出して延伸する露出部分６２と、を有する。格納部分６１と露出部分６２とが連続した延
伸形状を有している。
【０１１１】
　冷媒管路６は、内部に冷媒を封入している。すなわち、冷媒管路６は、この冷媒を内部
で巡回（循環）させることができる。
【０１１２】
　発光素子２は、電力を受けて発光する。この発光の際に、熱を発生して実装基板３に熱
を伝える。このとき、発光素子２は、図６のようにマトリクス状に配列されているので、
この実装配列に合せて実装基板３に熱を伝える。この実装配列の列に沿って、実装基板３
内部に冷媒管路６の格納部分６１が格納されている。すなわち、発光素子２からの熱は、
この格納部分６１に伝達される。
　ここで、冷媒管路６は、延伸形状であって、露出部分６２で分離して独立した第１通路
６５と第２通路６６とから構成される。あるいは、内部が一周する周回形状であって、内
部で隔壁などの壁によって２つの内部空間に分離されて、第１通路６５と第２通路６６と
に分離されている。この第１通路６５と第２通路６６との２つの空間で、封入された冷媒
が、往復移動して熱を移動・放出する。
　　（周回形状が内部で分離されている場合）
【０１１３】
　冷媒管路６は、図７に示されるように、第１通路６５と第２通路６６とを有する。冷媒
管路６は、その内部空間に、発熱部分である実装基板側に実装基板側隔壁６７を備える。
更に、冷媒管路６は、その内部空間に、放熱部分である放熱板７側に、放熱板側隔壁６８
を備える。この実装基板側隔壁６７と放熱板側隔壁６８により、複数の冷媒管路６のそれ
ぞれは、第１方向に向いた第１通路６５と第２方向に向いた第２通路６６とに分割される
。
【０１１４】
　ここで、図７の矢印の通り、第１方向と第２方向とは異なる方向である。更にいえば、
周回形状を有する冷媒管路６において例えば右方向が第１方向であり、これと逆の左方向
が第２方向である。このように、第１方向と第２方向は逆方向であることで、冷媒管路６
において、第１通路６５と第２通路６６とのそれぞれが、逆側のそれぞれに設けられるこ
とになる。このとき、実装基板側隔壁６７と放熱板隔壁６８とを基準として、一方側に、
第１通路６５が設けられ、逆側に第２通路６６が設けられる。すなわち、冷媒管路６のそ
れぞれは、相対する第１通路６５と第２通路６６とに２分割される。
【０１１５】
　第１通路６５は、実装基板側隔壁６７から放熱板側隔壁６８にかけて実質的に密閉され
た空間である。第１通路６５は、この空間内部に冷媒を封入している。同様に、第２通路
６６は、実装基板側隔壁６７から放熱板側隔壁６８にかけて実質的に密閉された空間であ
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る。第２通路６６は、この内部空間に冷媒を封入している。
【０１１６】
　すなわち、冷媒管路６は、分割された第１通路６５と第２通路６６とのそれぞれに、個
別に冷媒を封入している。このため、冷媒管路６は、第１通路６５と第２通路６６のそれ
ぞれを個別に動作させて、冷媒循環による実装基板３で発生する熱（発光素子２が発生さ
せる熱）を、効率よく放出させる。
【０１１７】
　ここで、冷媒管路６は、実装基板３に格納される格納部分６１と、実装基板３から露出
する露出部分６２とからなる。この構成により、冷媒管路６のそれぞれは、実装基板３内
部から外部の放熱板７までの周回形状を構成できる。
【０１１８】
　　（第１通路での動作）
　第１通路６５は、内部に冷媒を封入している。第１通路６５は、その内部に毛細管流路
を有している。この毛細管流路によって、凝縮した冷媒を還流できる。これに合わせて、
第１通路６５の内部は、毛細管流路の残部を備えている。この残部を中心に、気化した気
化冷媒が移動できる。
【０１１９】
　第１通路６５は、実装基板側隔壁６７において、実装基板３と熱的に接触する。この実
装基板３との熱的な接触により、第１通路６５が封入している冷媒は、実装基板３からの
熱を受ける。この熱を受けることにより、冷媒は、気化して気化冷媒となる。
【０１２０】
　気化冷媒は、図７の矢印Ａに沿って、第１方向に向けて、第１通路６５内部の移動を開
始する。第１通路６５は、周回形状の一部であるので、気化冷媒は、そのまま第１通路６
５内部を矢印Ｂのように移動して、その終端である放熱板側隔壁６８に到達する。
【０１２１】
　放熱板側隔壁６８付近においては、冷媒管路６は、放熱板７と交差している。この交差
により冷媒管路６の露出部分６２は、放熱板７と熱的に接触する。この熱的な接触により
、気化冷媒が移動により運搬した熱を、放熱板７が外部に放出できる。矢印Ｉは、この放
熱板７からの外部への熱の放出を示す。
【０１２２】
　この熱の放出によって、気化冷媒は熱を奪われて冷却される。この冷却によって、冷媒
は凝縮して液化する。この凝縮冷媒は、第１通路６５内部の毛細管流路を還流する。還流
は、図７の矢印Ｃに沿って、放熱された部分である放熱板隔壁６８から還流を開始する。
さらに第１通路６５内部を還流して、矢印Ｄに沿って、凝縮冷媒が実装基板側隔壁６７に
向けて戻っていく。
【０１２３】
　このように、第１通路６５内部において、実装基板側隔壁６７と放熱板側隔壁６８との
間で、冷媒が往復移動する。この往復移動によって、実装基板３で発生する熱を、放熱板
７に運搬して外部に放出することが、繰り返し行われる。すなわち、熱交換が行われる。
【０１２４】
　　（第２通路での動作）
　第２通路６６は、第１通路６５と同様であって独立して内部に冷媒を封入している。第
２通路６６は、その内部に毛細管流路を有している。この毛細管流路によって、凝縮した
冷媒を還流できる。これに合わせて、第２通路６６の内部は、毛細管流路の残部を備えて
いる。この残部を中心に、気化した気化冷媒が移動できる。
【０１２５】
　第２通路６６は、実装基板側隔壁６７において、実装基板３と熱的に接触する。この実
装基板３との熱的な接触により、第２通路６６が封入している冷媒は、実装基板３からの
熱を受ける。この熱を受けることにより、冷媒は、気化して気化冷媒となる。
【０１２６】
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　気化冷媒は、図７の矢印Ｅに沿って、第２方向に向けて、第２通路６６内部の移動を開
始する。第２通路６６は、周回形状の一部であるので、気化冷媒は、そのまま第２通路６
６内部を矢印Ｆのように移動して、その終端である放熱板側隔壁６８に到達する。
【０１２７】
　ここで、矢印Ａと矢印Ｅとの違いで分かるとおり、第２通路６６は、第１通路６５と逆
方向に気化冷媒を移動させる。すなわち、第１通路６５とは逆方向に熱を移動させる。第
１通路６５と第２通路６６とは、それぞれ独立している。この独立した状態で、逆方向に
熱を移動させることで、冷媒管路６の内部空間の容量に対して十分な熱移動を実現させる
ことができる。周回形状の冷媒管路６を、一方通行で一周させるよりも、２方向による熱
移動（と熱放出）により、高い量の熱を移動させて放出できる。
【０１２８】
　放熱板側隔壁６８付近においては、冷媒管路６は、放熱板７と交差している。この交差
により冷媒管路６の露出部分６２は、放熱板７と熱的に接触する。この熱的な接触により
、気化冷媒が移動により運搬した熱を、放熱板７が外部に放出できる。矢印Ｊは、この放
熱板７からの外部への熱の放出を示す。
【０１２９】
　この熱の放出によって、気化冷媒は熱を奪われて冷却される。この冷却によって、冷媒
は凝縮して液化する。この凝縮冷媒は、第２通路６６内部の毛細管流路を還流する。還流
は、図７の矢印Ｇに沿って、放熱された部分である放熱板隔壁６８から還流を開始する。
さらに第２通路６６内部を還流して、矢印Ｈに沿って、凝縮冷媒が実装基板側隔壁６７に
向けて戻っていく。
【０１３０】
　このように、第２通路６６内部において、実装基板側隔壁６７と放熱板側隔壁６８との
間で、冷媒が往復移動する。この往復移動によって、実装基板３で発生する熱を、放熱板
７に運搬して外部に放出することが、繰り返し行われる。すなわち、熱交換が行われる。
【０１３１】
　このように、第１通路６５と同じく、逆方向においても、第２通路６６が熱交換を実行
できる。この逆方向に分割された第１通路６５と第２通路６６とのそれぞれに分離された
熱の移動と放出により、熱を発する実装基板３での熱が、両方向で放出される。この両方
向に分割されて放出されることで、実装基板３全体の熱の放出効率が高まる。一方通行で
行う場合の、理論上は倍程度になる。
【０１３２】
　以上の結果、特徴１～３に記載のように、多数の発光素子２をマトリクス状であって高
密度に実装できる。当然に、照明装置１は、高い光量で、遠方まで広く照射できる。
【０１３３】
　　（分離した第１通路と第２通路）
　あるいは、周回形状の冷媒管路６が、内部で第１通路６５と第２通路６６とに分離して
いる構成ではなく、延伸形状である冷媒管路６が、露出部分６２で分離した構成でもよい
。例えば図１０は、延伸形状である冷媒管路６が、露出部分６２であって、放熱板７を貫
通したところで、一方からの延伸部分と他方からの延伸部分とが分離した状態を示してい
る。このように、露出部分６２で分離した別の物理要素として、第１通路６５と第２通路
６６とに分離した冷媒管路６であってもよい。
【０１３４】
　このように分離した冷媒管路６の一方からの延伸部分が第１通路６５であって、他方か
らの延伸部分が第２通路６６であることで、第１通路６５と第２通路６６のそれぞれで、
冷媒の往復移動による熱の移動と放出が実現できる。
【０１３５】
　このとき、分離した冷媒管路６の一方からの延伸部分である第１通路６５は、その内部
に冷媒を封入している。同様に、第２通路６６も内部に冷媒を封入している。第１通路６
５においては、実装基板３の部分で受けた熱により冷媒が気化する。気化した気化冷媒は
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、第１通路６５内部を、実装基板側から放熱板側へ移動する。
【０１３６】
　この移動により熱が輸送される。放熱板側に到達した気化冷媒は、放熱板７での放熱に
より、凝縮する。凝縮した凝縮冷媒は、第１通路６５内部を、放熱板側から実装基板側に
還流する。この還流により、再び実装基板３で熱を受けて気化できる。
【０１３７】
　第２通路６６においても同様である。第２通路６６に封入された冷媒は、実装基板３の
熱で気化して気化冷媒となる。気化冷媒は、実装基板側から放熱板側に移動する。放熱板
７での放熱により気化冷媒は凝縮する。凝縮冷媒は、第２通路６６内部を、毛細管現象に
より、放熱板側から実装基板側へ還流する。この還流により、再び実装基板３の熱を移動
させることを繰り返せる。
　
【０１３８】
　また、冷媒管路６のそれぞれは、実装されている発光素子２の実装配列の列に沿って設
けられる。このため、二次元に配列された発光素子２の列に沿って生じる熱を、一つの冷
媒管路６が奪い取って、外部に放出できる。このため、発光素子２の実装配列に合わせて
発生する熱を、この実装配列に沿って奪い取って放出できる。結果として、発光素子２の
実装、実装基板３の大きさおよび冷媒管路６の数のバランスにおいて、最適なバランスで
熱を放出できる。
【０１３９】
　これらの結果、もっとも最小の構成で、最大の効果を持って発光素子２から実装基板３
に伝達される熱問題を解消できる。
【０１４０】
　もちろん、図７に示される実装配列の列に沿った冷媒管路６以外に、行方向にも沿った
別の冷媒管路６が設けられることも好適である。この場合は、冷媒管路６も、二次元的に
列方向と行方向の両方に沿った構造を有する。この場合には、発光素子２の発する熱を、
列方向および行方向の両方で奪い取り、外部に放出できる。
【０１４１】
　以上のようにして、実施の形態１の照明装置１は、発光素子２の実装密度を向上させる
場合に必要となる熱問題を解決できる。
【０１４２】
　（実施の形態２）
【０１４３】
　次に、実施の形態２について説明する。実施の形態２では、各部の詳細や別態様につい
て説明する。
【０１４４】
　　（発光素子）
　発光素子２は、ＬＥＤなどを用いる。実装基板３は、発光素子２を種々の方式（ワイヤ
ボンディングなど）で電気的に実装する。この実装においては、発光素子２に電力や制御
信号を供与する配線も合せて実装される。
【０１４５】
　図６で示したように、複数の発光素子２は、列方向と行方向とを有する実装配列に合せ
て実装される。すなわち、二次元に配列されて実装される。図６のようにマトリクス状で
あってもよいし、発光素子２同士が少しずつずれた二次元状態の配列でもよい。
【０１４６】
　高密度で実装されることで、高い光量で、遠方までを照射できるようになる。また、二
次元配列や一次元配列される複数の発光素子２同士の間隔は、発光素子２のサイズ以下で
あることも好適である。隣接する発光素子２同士の間隔が、発光素子２のサイズ以下であ
ることで、＜１＞発光素子２のそれぞれから照射される光の重複範囲の割合が大きくなる
、＜２＞ある発光素子２から照射される光が、隣接する発光素子２の側面で反射するよう



(18) JP 6514552 B2 2019.5.15

10

20

30

40

50

になること、の２点が実現される。この２点が実現されることで、複数の発光素子２から
照射される光は、側面での反射と重複とが相まって、あたかも単一光源のような光の照射
が可能となる。
【０１４７】
　また、上述したように、発光素子２がＬＥＤである場合には、ベアチップであることも
好ましい。ベアチップで実装されることで、実装面積の削減ができるからである。
【０１４８】
　また、複数の発光素子２の照射方向に設けられ、複数の発光素子２の発光を収束もしく
は拡散する前カバー８が更に備えられることも好適である。前カバー前カバー８は、複数
の発光素子２の集積のみで生じる光の照射角度を、より狭めたりあるいはより広げたりし
て、照明装置１の光の照射バリエーションを広げることができるからである。なお、前カ
バー８は、レンズ構造を有していたり、レンズ面を積層したりしていることもよい。例え
ば、前カバー８の内側にレンズ板が実装されてもよい。
【０１４９】
　　（実装基板）
　実装基板３は、複数の発光素子２を実装面に実装する。実装のために必要な配線も有し
ている。配線は、独立した導電線による配線でもよいし、いわゆるプリント基板などのよ
うに、実装基板３の表面、裏面、内層にプリントされた配線であってもよい。
【０１５０】
　実装基板３は、発光素子２を実装する電気的配線等を実現する電子基板であると共に、
照明装置１の骨格を形成する機構的基板でもある。実装基板３は、その表面に電気的に発
光素子２を実装し、内部に備える貫通孔３１により、冷媒管路６の一部を内部に格納する
。すなわち、発光面においては、発光素子２を実装して固定し、逆の面においては、冷媒
管路６を取り付けて固定する。この冷媒管路６は、放熱板７と接続されると共に放熱板７
を固定する。すなわち、実装基板３は、冷媒管路６と放熱板７も固定するといえる。
【０１５１】
　また、フード部４が設けられる場合には、フード部４は、実装基板３に取り付けられる
。このため、発光面においては、発光素子２だけでなくフード部４も固定できる。このよ
うに、実装基板３は、機構的な骨格でもある。
【０１５２】
　このように、電子基板と機構的基板とを両立する実装基板３は、金属、合金およびこれ
らの混合物の少なくとも一つで形成されることが好適である。特に、このような素材であ
ることで、熱伝導率も高くなり、発光素子２からの熱を、貫通孔３１に格納している冷媒
管路６の格納部分６１に伝導しやすくなる。この伝導性の高さにより、発光素子２の実装
面で生じる熱が、冷媒管路６により放熱板７に効率的に運搬される。
【０１５３】
　　（冷媒管路）
　冷媒管路６は、発光素子２の実装配列の列方向もしくは行方向に沿って設けられる。こ
の結果、冷媒管路６の個数は、発光素子２の実装における列の数や行の数と同数となる。
加えて、冷媒管路６は、実装基板３内部に格納される格納部分６１と、延伸して露出する
露出部分６２とを備える。
【０１５４】
　冷媒管路６は、この露出部分６２において、放熱板７を貫通する。この貫通によって、
冷媒管路６と放熱板７とは、熱的に接触する。このとき、複数の冷媒管路６の全てが、放
熱板７を貫通していることも好適である。これにより、冷媒管路６が輸送する実装基板３
での熱を、効率的に外部に放出できるからである。
【０１５５】
　ここで、冷媒管路６は、図７に示されるように、露出部分６２において、実装基板３に
対して略平行となる部分を有する。この略平行となる部分において、冷媒管路６は、放熱
板７を貫通する。図８は、本発明の実施の形態２における照明装置の側面図である。
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【０１５６】
　なお、冷媒管路６のそれぞれは、図７を用いて説明したように、第１通路６５と第２通
路６６とに分割され、それぞれで冷媒が往復移動する。
【０１５７】
　図８では、複数の放熱板７が、複数の冷媒管路６で貫通されている状態が示されている
。このような貫通により、放熱板７は、冷媒管路６と熱的に接続されると共に、冷媒管路
６により固定される。
【０１５８】
　図９は、本発明の実施の形態２における照明装置の別方向からの側面図である。図９は
、図８と９０度異なる角度からの側面図である。図９にあるように、複数の冷媒管路６は
、複数の放熱板７を貫通する。このとき、冷媒管路６は、より広い範囲で放熱板７と熱的
に接続するように、露出部分６２において広がるように延伸してもよい。このように広が
りながら延伸することで、複数の冷媒管路６のそれぞれは、放熱板７の様々な場所を貫通
する。この結果、複数の冷媒管路６のそれぞれは、放熱板７を、より効率的に使用できる
。
【０１５９】
　　（放熱板）
　複数の放熱板７は、貫通孔９を備えてもよい。この貫通孔９を、冷媒管路６が貫通する
。すなわち、この貫通孔９において、冷媒管路６と放熱板７とが、熱的に接触する。この
貫通孔９での熱的な接触により、放熱板７は、冷媒管路６と熱的に接続できる。この熱的
な接続により、放熱板７は、冷媒管路６が輸送する熱を、外部に放出できる。
【０１６０】
　この放熱板７での熱の放出により、冷媒管路６を移動してきた気化冷媒は冷却されて凝
縮する。凝縮によって、凝縮冷媒となる。冷媒管路６は、浸透圧を生じさせる内部構成（
細管であったり、内部にメッシュ構造を有していたりする）を有しているので、凝縮冷媒
を還流させる。
【０１６１】
　複数の放熱板７は、図８のように、適当な間隔で並んでいればよい。放熱板７が複数で
あることで、放熱板７全体の表面積が増加して、放熱効果が高まる。加えて、図８のよう
に、複数の放熱板７が適当な間隔で並んでいることで、隣接する放熱板７同士の間で、熱
の対流が生まれる。この熱の対流により、放熱板７は、冷媒管路６から伝わる熱を、効率
的に外部に放出できる。
【０１６２】
　図１０は、本発明の実施の形態２における照明装置の背面図である。図１０から明らか
な通り、複数の放熱板７が、略平行に並んでいる。この複数の放熱板７を、複数の冷媒管
路６が貫通している。複数の放熱板７と複数の冷媒管路６とは、相互に略直交するように
交差している。
【０１６３】
　すなわち、交差するように、複数の放熱板７と複数の冷媒管路６とが組み合わさる。こ
の組み合わさる構造により、放熱板７は、確実に冷媒管路６を介して実装基板３に固定さ
れる。これらの相互固定により、照明装置１は、冷媒管路６や放熱板７などの種々の部材
を備えつつも、十分な強度を確保できる。
【０１６４】
　また、交差して組み合わさることで、冷媒管路６が輸送する熱が、放熱板７に伝導しや
すくなる。更には、複数の冷媒管路６と複数の放熱板７との組み合わせにより、伝導が更
に促進される。結果として、冷媒管路６が輸送する熱が、放熱板７において効率的に放出
される。
【０１６５】
　　（実装基板の特徴）
　図１１は、本発明の実施の形態２における実装基板の側面図である。図１１は、発光素
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子２が実装された実装基板３を側面から見た状態を示している。
【０１６６】
　図１１における実装基板３は、実装配列の列方向もしくは行方向のそれぞれの方向に沿
って、複数の発光素子２を実装している。このとき、列方向もしくは行方向のそれぞれの
列や行の間に、突出部５０が設けられる。突出部５０は、隣接する列あるいは行の並びの
間を区分する。すなわち、ある列と隣の列とを遮蔽し、あるいはある行と隣の行とを遮蔽
する。
【０１６７】
　この遮蔽により、列方向あるいは行方向で隣接する一列の発光素子２同士での、熱の伝
導を制限できる。また、この突出部５０で区分された一つずつの列あるいは一つずつの行
に沿って冷媒管路６が設けられる。この結果、個々の冷媒管路６は、自身が対応する列や
行で発生する発光素子２からの熱を、確実に受け取ることができるようになる。
【０１６８】
　また、突出部５０は、隣接する列や行の発光素子２からの発熱を伝えにくくなるので、
実装基板３全体が熱を持ちにくくなる。熱が伝わりにくい状態で、列や行に留まった熱を
冷媒管路６が奪い取って、外部に放出するので、冷媒管路６と放熱板７による放熱効果が
更に高まる。
【０１６９】
　なお、本明細書では、二次元の実装配列の一方向を列方向と定義し、この列方向に略垂
直の方向を行方向として定義した。列方向を第１方向、行方向を第２方向として定義して
もよい。このとき、二次元の実装配列において、列方向における複数の発光素子２の並び
方が、必ずしもその隣接距離や位置を一致させていなくてもよい。行方向での複数の発光
素子２の並び方も同様である。
【０１７０】
　このように、実施の形態２における照明装置１は、多数の発光素子２を実装している場
合でも、その熱を効率的に放出できる。結果として、発光素子２や実装基板３の不具合や
故障を未然防止できる。
【０１７１】
　以上、実施の形態１～２で説明された照明装置は、本発明の趣旨を説明する一例であり
、本発明の趣旨を逸脱しない範囲での変形や改造を含む。
【符号の説明】
【０１７２】
　１　　照明装置
　２　　発光素子
　３　　実装基板
　　３１　貫通孔
　４　　フード部
　６　　冷媒管路
　　６１　　格納部分
　　６２　　露出部分
　７　　放熱板
　８　　前カバー
　９　　貫通孔
　５０　　突出部
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